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令和元年度障害者等相談支援事業について 

１ 実施概要 

 

 【目  的】障害者等が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福

祉に関する諸般の問題について、障害者・障害児及びその関係者からの相談に応じ、必要

な情報提供・助言、その他権利擁護のために必要な支援を行う。 

【実施体制】例年どおり、基幹相談支援センターである障害者相談支援推進センターのほか、市内 

1０事業所において業務を実施した。 

         各事業所の実施業務等は下記のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 相談支援事業の実績について 

① 相談件数の推移 

表１ 相談件数の推移 

 相談件数は前年度と比較して、476 件減少した。知的相談支援事業所の相談件数が 1,668 件

と大幅に減少している。 
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相談件数の推移
精神相談支援事業所

知的相談支援事業所

身体相談支援事業所

障害者相談支援推進センター

精神相談支援事業所（３箇所） 

（１）相談支援事業 
（２）地域活動支援センター 
（３）虐待防止センター 

重心相談支援事業所（１箇所） 

（１）相談支援事業 
（２）障害児等療育事業 
（３）虐待防止センター 

全体 
27,442 件 全体 

27,110 件 身体相談支援事業所（３箇所） 

（１）相談支援事業 
（２）身体障害者生活支援事業 
（３）ピアカウンセリング事業 
（４）虐待防止センター 

障害者相談支援推進センター（１箇所） 

（１）基幹相談支援センター事業 
（２）相談支援推進業務 
（３）虐待防止センター 

知的相談支援事業所（３箇所） 

（１）相談支援事業 
（２）障害児等療育支援事業 
（３）虐待防止センター 

全体 
27,918 件 

資料７ 
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② 相談実人数の推移 

表２ 相談実人数の推移 

  相談実人数は、平成 30 年度と比較し、令和元年度は全体で 137 人増加している。精神相談支

援事業所で 357 人増加、知的相談支援事業所で 352 人減少、身体相談支援事業所で 151 人増

加している。 

 

③ １人あたりの相談回数の推移 

 

 表３ １人あたりの相談回数の推移 

 全体では、１人あたりの相談回数は平成 30 年度の 4.78 回から 4.59 回に減少した。障害種別で
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全体 
6,282 人 全体 

5,838 人 全体 
5,975 人 
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見ると、身体及び知的相談支援事業所において平成 30 年度に比べて回数が増加した。 

④ 相談者の障がい種別 

 

表４ 相談者の障がい種別（基幹相談支援センター）   表５ 相談者の障がい種別（身体相談支援事業所） 

 

 

表６ 相談者の障がい種別（知的相談支援事業所）   表７ 相談者の障がい種別（精神相談支援事業所） 

 

各事業所とも基本的にはそれぞれ専門とする障がい種別の相談者を対応しているが、表５に示すとお

り、特に身体相談支援事業では、身体障がい以外の相談者で 50％を占めているほか、他の相談支援

事業所においても障がい種別を問わず、相談者の対応にあたっていることが分かる。 
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⑤ 相談支援の対応方法 

 

身体相談支援事業所 

① 電話相談 49.7% 

② 関係機関への連絡・案内 14.6% 

③ 訪問 12.2% 

 

表８ 各相談支援事業所の対応方法上位３つ 

 

身体・知的・精神・基幹相談のいずれも「電話相談」と「関係機関への連絡・案内」が主な対応方法
となっている。上位３つの対応方法については、昨年度とほぼ同様の結果であり、日頃から関係機関との
連携を重ねていることがうかがえる。 

 

⑥ 主な相談内容 

 

 

 身体・知的・精神の事業所ともに「福祉サービス」が上位にあり、身体相談支援事業所では 50%を占

めている。 

 

福祉サービス

50%

健康・医療

11%

生活技術

7%

その他

32%

表９ 主な相談内容（身体）

福祉サービス

42%

健康・医療

10%

不安の解

消・情緒…

その他

39%

表10 主な相談内容（知的）

福祉サービス

26%

健康・医療

23%

不安の解

消・情緒…

その他

37%

表11 主な相談内容（精神）
福祉サービス

15%
健康・医療

10%

不安の解

消・情緒…
その他

69%

表12 主な相談内容（基幹）

知的相談支援事業所 

① 関係機関への連絡・案内 46.3% 

② 電話相談 25.4% 

③ 訪問 10.6% 

精神相談支援事業所 

① 電話相談 41.5% 

② 関係機関への連絡・案内 17.7% 

③ 来所相談 12.2% 

基幹相談支援センター 

① 電話相談 57.7% 

② 関係機関への連絡・案内 24.1% 

③ 来所相談 10.3% 

表９～12 相談支援事業所別主な相談内容上位３つ 
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⑦ 相談支援事業全般についての各事業所で分析・課題等（報告書より抜粋） 

 

 

・相談内容としては、8050 問題などに象徴される家族支援が増え、多くの場合キーパーソンに力がなく

なってきたことによる基本的な生活基盤の崩壊が見られ、緊急で対応しなくてはならないケースが目立っ

た。本人および家族の双方が、社会の枠組みの中でどのように支援されていくのがよいか、を常に念頭に

置き、支援を行った。 

 

・今年度の特徴として「虐待対応」への対応の多さが挙げられる。特に駿河区は長期化している虐待ケ

ースが増えており、虐待ケースの再評価が必要かと思われる。 

 

・相談内容として「8050 家庭の相談の増加」や家庭での生活が困難であるが入所施設等の福祉サー

ビスでの対応も困難なケース」などが傾向としてあげられる。 

 

・身辺自立度は高いが、社会のルールが守れず、福祉サービスの制度に適応することのできない利用者

の行き場や長期入院者の退院後の生活の場について、社会資源がなく、繋ぎ先が見つからずに未解

決の事例が増加している。 

 

・長期間支援を継続している方で介護家族の高齢化、怪我や疾病、過労による介護離脱等介護によ

る家族の疲弊等への対応に多くの時間を必要とした。 

 

・地域包括支援センターからの相談で介入した所、拒食症にて身体的危機の状況。両親も対応できず、

保健福祉センター・ひきこもり支援センターと協力し医療機関に繋げることができ、身体面は回復した。

その後、地域に戻ることを考え医療機関から協力依頼が入っている。 

 

・関係機関に委託の役割が周知されてきたため、社会福祉協議会や民生委員からも相談依頼が増え

た。また精神科クリニックはニーズを掴みやすいが対応に限界があるため、対応依頼が入る。それにより、

訪問同行が増加しており、委託相談事業所のマンパワー不足を感じる。今後、人材確保など充実が

求められる。 

 

・８０５０問題である高齢の親と障がい者の子供の家族で、なお且つ親自身も障がい者である場合も

でてきており、更に配偶者からのＤＶ・家族間の虐待が絡んできているケースが見られる。 

 

・引きこもりのケースでひきこもり支援センターやこころの健康センターと協力しているものの、長期化してい

るケースがある。 

 

 傾向２ 関係機関との連携について 

傾向１ 困難事例について 



6 

 

 

・家族に関わる問題が増えていく中で、他機関（地域包括支援センター、児童相談所、生活支援課な

ど）と連携する機会が増え、より中身の濃い支援が出来たが、自分たちの持ち合わせている知識以上の

ものも、今後習得していかなくてはならないと必要性を感じた。 

 

・福祉サービスに関する相談が大半を占めていたが、本人や家族からの相談だけでなく、関係機関との連

絡調整の機会が増加した。サポートが必要であるが家族、親族がいないため一人暮らしをしている方や、

家族それぞれに支援が必要な家庭が多くあり、関係機関と足並みを揃えながら支援を行うように努めた。 

 

・８０５０問題で、地域包括支援センターとの連携をしていく中で、家族全体の問題として捉えていく必

要があり、各関係機関との連携が必須である。 

 

・新規ケースは直接、本人や家族からよりも計画相談支援事業所・地域包括支援センター経由が多い

傾向にある。 

 

・区内の地域包括支援センターや、併設のグループホームとの連携を取ることが多く、本人だけでなく高齢

の家族の問題を含む支援をすることが多い。 


